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悪
質
商
法
被
害
を
な
く
す
た
め

の
割
賦
販
売
法
改
正
を
求
め
る

意
見
書 

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
（
割
賦
販
売
）
は
、

代
金
後
払
い
で
商
品
が
購
入
で
き
る

利
便
性
に
よ
り
消
費
者
に
広
く
普
及

し
、
現
代
社
会
で
は
欠
か
せ
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
は

大
き
く
分
け
る
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
「
カ
ー
ド
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
」

と
カ
ー
ド
を
使
わ
な
い
「
契
約
書
型

ク
レ
ジ
ッ
ト
」
が
あ
る
が
、
こ
の
「
契

約
書
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
」
が
今
、
主
に

訪
問
販
売
な
ど
に
よ
る
強
引
・
悪
質

な
販
売
方
法
と
結
び
つ
き
、
高
額
か

つ
深
刻
な
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
大

き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
年

金
暮
ら
し
の
高
齢
者
に
対
し
、
支
払

い
能
力
を
超
え
る
大
量
の
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
、
呉
服
等
の
次
々
販
売
が
繰

り
返
さ
れ
た
り
、
年
齢
・
性
別
を
問

わ
ず
マ
ル
チ
商
法
・
内
職
商
法
そ
の

他
の
詐
欺
的
商
法
の
被
害
が
絶
え
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
被

害
の
ほ
と
ん
ど
は
、
契
約
書
型
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
構
造
的
問
題
か
ら
生
じ
て

お
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
ず
さ
ん

な
与
信
審
査
が
大
き
な
原
因
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
契
約
書
型
ク
レ
ジ

ッ
ト
の
業
者
は
野
放
し
に
な
っ
て
お

り
、
ヤ
ミ
金
な
ど
の
参
入
を
許
し
て

い
る
。 

　
悪
質
商
法
を
な
く
す
た
め
に
は
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
の
過
剰
与
信
・
不
適
正

与
信
を
な
く
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
経
済
産
業
省
の
産
業
構
造

審
議
会
割
賦
販
売
分
科
会
基
本
問
題

小
委
員
会
は
、こ
の
よ
う
に
深
刻
な

被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
平
成
１９
年

２
月
か
ら
、
取
引
適
正
化
に
向
け
て

割
賦
販
売
法
の
改
正
に
関
す
る
審
議

を
進
め
て
お
り
、
本
年
に
は
法
改
正

の
方
向
性
が
示
さ
れ
る
見
込
み
で
あ

る
。
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、
被

害
の
集
中
し
て
い
る
契
約
書
型
に
焦

点
を
絞
り
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
の
責

任
に
お
い
て
被
害
の
防
止
と
取
引
適

正
化
を
実
現
す
る
法
制
度
を
整
備
し
、

消
費
者
が
安
心
し
て
利
用
で
き
る
ク

レ
ジ
ッ
ト
制
度
に
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。 

　
よ
っ
て
、
八
潮
市
議
会
は
、
国
に

対
し
、
割
賦
販
売
法
改
正
に
当
た
っ

て
は
次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強

く
要
請
す
る
。 

記 
１
．
実
行
的
な
過
剰
与
信
防
止
規
定

　
顧
客
の
支
払
い
能
力
を
超
え
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
（
過
剰
与
信
）

が
で
き
な
い
よ
う
に
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
会
社
に
対
し
て
実
効
性
の
あ
る

制
限
を
設
け
る
こ
と 

２
．
不
適
正
与
信
防
止
義
務
と
既
払

金
返
還
責
任 

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
は
、
悪
質

商
法
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
使
わ
れ
な

い
よ
う
に
す
る
義
務
と
支
払
っ
た

代
金
の
返
還
に
つ
い
て
販
売
業
者

と
同
じ
責
任
を
持
た
せ
る
こ
と 

３
．
契
約
書
型
ク
レ
ジ
ッ
ト
へ
の
開

業
規
制 

　
契
約
書
型
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
業
者

に
も
登
録
制
な
ど
の
規
制
を
設
け

る
こ
と 

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
９９
条
の
規

定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

　
平
成
１９
年
１２
月
１８
日 

　
　
　
　
　
　
埼
玉
県
八
潮
市
議
会 

提
出
先
　
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議

長
、内
閣
総
理
大
臣
、経
済
産
業
大
臣 

●市長提出議案処理結果一覧表 ※総文…総務文教、建水…建設水道、民消…民経消防の略 
議案番号 

議案第８５号 

議案第８６号 

議案第８７号 

平成１９年度八潮市一般会計補正予算（第３号） 

平成１９年度八潮市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

平成１９年度八潮市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第８８号 平成１９年度稲荷伊草第二土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第８９号 平成１９年度鶴ヶ曽根・二丁目土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第９０号 平成１９年度大瀬古新田土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第９１号 平成１９年度西袋上馬場土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第９２号 平成１９年度八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第９３号 八潮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第９４号 平成１９年度八潮市一般会計補正予算（第４号） 

議案第９５号 平成１９年度八潮市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第９６号 平成１９年度八潮市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第９７号 平成１９年度西袋上馬場土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第９８号 平成１９年度八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第９９号 平成１９年度八潮市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第１００号 平成１９年度八潮市上水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１０１号 八潮市後期高齢者医療に関する条例について 

議案第１０２号 八潮市環境基本条例について（修正案） 

議案第１０２号 八潮市環境基本条例について（原案） 

議案第１０３号 八潮市中小企業資金融資あっせん条例について 

議案第１０４号 八潮市附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

議案第１０５号 
八潮市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び八潮市職員の育児休業
等に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第１０６号 八潮市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第１０７号 八潮市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

議案第１０８号 人権擁護委員の推薦について 

議案第１０９号 人権擁護委員の推薦について 

付託委員会 

付託省略 

付託省略 

議決結果 

原案可決 

〃 

付託省略 〃 

付託省略 〃 

付託省略 〃 

付託省略 〃 

自民 

○ ○ ○ ○ × 

○ ○ ○ ○ × 

○ ○ ○ ○ × 

○ ○ ○ ○ × 

○ ○ ○ ○ × 

○ ○ ○ ○ × 

付託省略 〃 ○ ○ ○ ○ × 

付託省略 〃 ○ ○ ○ ○ × 

付託省略 〃 

付託省略 原案同意 

総文・建水・民消 〃 

民　　消 

民　　消 

〃 

建　　水 〃 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

建　　水 〃 ○ ○ ○ ○ ○ 

建　　水 〃 ○ ○ ○ ○ ○ 

建　　水 〃 ○ ○ ○ ○ ○ 

○ 

○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ ○ 

○ 

○ 

〃 

民　　消 〃 

民　　消 〃 

○ ○ ○ ○ ○ 民　　消 〃 

民　　消 〃 

○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ 総　　文 〃 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

付託省略 〃 ○ ○ ○ ○ ○ 

総　　文 〃 

民　　消 修正案否決 

民　　消 原案可決 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ 

○ × 

× 

× 

× × × × 

× × 

× 

公明 共産 市民 民主 件　　　　　　　　　　名 

※自民…自民クラブ、公明…公明党、共産…日本共産党、市民…市民と市政をつなぐ会、民主…民主市民クラブ。○は賛成、×は反対。 

●議員提出議案処理結果一覧表 
議案番号 

議第８号議案 後期高齢者医療制度の見直しを求める意見書 

議第９号議案 悪質商法被害をなくすための割賦販売法改正を求める意見書 

議第１０号議案 メディカルコントロール体制の充実を求める意見書 

議第１１号議案 遺伝子組み換え食品表示の法改正を求める意見書 

議第１２号議案 歩車分離信号の設置促進を求める意見書 

付託委員会 

付託省略 

議決結果 

原案否決 

原案否決 

付託省略 

付託省略 

付託省略 

付託省略 

原案可決 

〃 

〃 

自民 

○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ × × 

○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ × × 

○ ○ ○ × × 

公明 共産 市民 民主 件　　　　　　　　　　名 

バ
ス
路
線
に
つ
い
て 

Ｑ
　
駅
開
業
に
あ
た
っ
て
バ
ス
路

　
　
線
網
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
見

直
し
の
際
の
「
検
討
会
」
の
報
告
書

で
は
、「
一
年
な
い
し
二
年
が
経
過

し
た
時
点
で
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調

査
」
や
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
「
場
を

設
け
る
」
必
要
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て

い
ま
す
。
道
路
整
備
も
進
み
つ
つ
あ

る
中
で
市
内
バ
ス
路
線
網
の
充
実
方

策
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
下
さ
い
。 

 

Ａ
　
市
で
は
、
平
成
十
八
年
度
に

　
　
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
や
バ
ス
利
用

者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
バ
ス
路

線
に
関
す
る
問
題
点
や
改
善
要
望
、

バ
ス
交
通
に
関
す
る
意
向
を
把
握
し

ま
し
た
。 

　
こ
の
結
果
に
基
づ
き
、
国
・
県
・

市
・
バ
ス
事
業
者
で
構
成
さ
れ
る
検

討
会
を
設
置
し
、
改
善
に
向
け
た
検

討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
、
こ
の
結
果
を
も
と
に
市

で
は
、
十
一
月
二
十
日
、
東
武
バ
ス

セ
ン
ト
ラ
ル
株
式
会
社
に
対
し
バ
ス

路
線
網
の
充
実
・
強
化
に
つ
い
て
要

望
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

　
ま
た
、
八
潮
駅
南
口
や
都
市
計
画

道
路
の
整
備
状
況
な
ど
を
考
慮
し
な

が
ら
バ
ス
事
業
者
に
要
望
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

鹿
野
　
泰
司 

市
職
員
適
正
化
計
画
に
つ
い
て 

Ｑ
　
計
画
で
は
２２
年
度
ま
で
に
１７

　
　
年
度
比
４
・
６
％
減
だ
が
、
人

口
千
人
当
た
り
県
内
市
町
村
平
均
で

は
１
０
２
人
多
い
。
事
業
の
ス
ク
ラ

ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
・
適
正
な
人
員
配
置
・

全
庁
的
な
応
援
体
制
の
更
な
る
推
進
。

臨
時
職
員
や
派
遣
社
員
の
採
用
・
退

職
者
の
再
雇
用
を
図
り
、
新
規
採
用

を
抑
制
し
、
人
件
費
の
削
減
に
努
め
、

も
っ
と
高
い
数
値
目
標
を
設
定
す
る

こ
と
が
経
常
収
支
比
率
の
改
善
に
も

繋
が
る
と
思
う
が
。 

 

Ａ
　
総
務
省
か
ら
示
さ
れ
た
「
地

　
　
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
改

革
の
推
進
の
た
め
の
新
た
な
指
針
」

を
踏
ま
え
、
ご
指
摘
の
削
減
計
画
を

策
定
し
、
職
員
数
の
適
正
化
に
努
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
計
画
期
間
満

了
後
に
つ
き
ま
し
て
は
、
社
会
情
勢

や
国
の
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
に
低
下
を
き
た
さ
な

い
よ
う
、
新
た
な
定
員
適
正
化
計
画

を
策
定
す
る
な
ど
、
定
員
管
理
の
適

正
化
に
努
め
て
参
り
ま
す
。 

大
久
保
　
龍
雄 

小
規
模
工
事
登
録
制
度
に
つ
い
て 

Ｑ
　
地
域
経
済
の
活
性
化
を
は
か

　
　
る
目
的
で
県
内
で
は
６４
自
治
体

が
実
施
し
て
い
ま
す
。
市
の
契
約
限

度
額
３０
万
円
以
下
は
県
内
最
低
で
す
。

近
隣
な
み
に
見
直
す
こ
と
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。 

 

Ａ
　
こ
の
制
度
は
、
市
が
発
注
す

　
　
る
小
規
模
な
建
設
工
事
等
の
契

約
に
つ
い
て
、
市
内
業
者
の
受
注
機

会
を
拡
大
し
、
積
極
的
に
活
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
市
内
経
済
の
活
性

化
を
図
る
目
的
で
、
平
成
１２
年
度
か

ら
実
施
し
て
い
ま
す
。
同
制
度
の
趣

旨
を
ふ
ま
え
、
各
関
係
課
へ
積
極
的

な
活
用
を
進
め
て
い
ま
す
。
契
約
の

上
限
額
を
見
直
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
八
潮
市
契
約
規
則
の
改
正
と

と
も
に
、
来
年
度
か
ら
引
き
上
げ
る

方
向
で
、
す
で
に
検
討
を
進
め
て
い

ま
す
。 

郡
司
　
伶
子 

分
権
社
会
に
お
け
る
「
地
域
力
・
市
民
力
」

に
つ
い
て 

Ｑ
　
全
国
都
市
問
題
会
議
に
お
い

　
　
て
「
地
域
力
・
市
民
力
」
を
テ

ー
マ
に
事
例
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
を
終
え
、
今
後
の
市
政
に
ど
う

活
か
し
て
い
く
の
か
、
市
長
の
考
え

を
伺
い
ま
す
。 

 

Ａ
　
分
権
社
会
に
お
け
る
都
市
自

　
　
治
体
と
し
て
、
個
性
豊
か
で
活

力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図

る
事
が
求
め
ら
れ
て
い
る
時
に
、
様
々

な
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
の

事
例
が
紹
介
さ
れ
、
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
地
方
分
権
時
代
に
突
入
し
た

今
日
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
行
政
と

市
民
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
議
会
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
や
、
役
割
と
責
任
を
見
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
お
り
、
全

国
ど
こ
の
自
治
体
も
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
、
ど
ん
な
関
係
が
良
い
の
か
模

索
中
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

　
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
地
縁
型
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
活
発
で
す
の
で
、

更
に
活
性
化
し
、
他
と
の
連
携
、
協

力
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
力
・
市
民

力
を
高
め
、
地
域
を
支
え
る
人
材
が

育
ち
、
そ
の
人
材
が
次
の
世
代
を
担

う
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
、

分
権
社
会
に
相
応
し
い
地
域
社
会
が

構
築
で
き
る
よ
う
、
支
援
し
て
参
り

た
い
と
考
え
ま
す
。 

瀬
戸
　
知
英
子 

福
祉
作
業
所
へ
安
心
し
て
通
所
で
き
る

よ
う
に 

Ｑ
　
在
宅
の
心
身
障
害
者
の
方
に

　
　
作
業
を
通
じ
て
自
立
へ
の
援
助

を
図
る
た
め
に
、
市
内
二
ヶ
所
の
公

設
公
営
の
福
祉
作
業
所
「
や
ま
び
こ

福
祉
作
業
所
」「
わ
か
く
さ
福
祉
作

業
所
」
が
現
在
、
設
置
運
営
さ
れ
て

い
る
。
利
用
者
へ
の
柔
軟
な
発
想
で

の
対
応
と
、
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
図
る
た
め
に
、
指
定
管

理
者
制
度
導
入
に
よ
る
福
祉
作
業
所

の
管
理
・
運
営
に
つ
い
て
。 

 

Ａ
　
福
祉
作
業
所
で
は
、
挨
拶
な

　
　
ど
の
生
活
訓
練
や
作
業
訓
練
を

し
て
お
り
、
指
導
に
際
し
、
通
所
者

個
々
の
特
性
に
あ
わ
せ
た
指
導
に
努

め
て
お
り
ま
す
。 

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
ま
す
と
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、
行
政
コ
ス

ト
の
縮
減
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
行
政
改
革
の
推
進
効

果
も
期
待
さ
れ
ま
す
。 

　
よ
り
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
指
定
管
理

者
制
度
は
有
効
で
す
の
で
、
今
後
、

公
設
で
指
定
管
理
者
に
委
託
し
て
い

る
福
祉
作
業
所
「
虹
の
家
」
の
運
営
・

管
理
状
況
を
踏
ま
え
、
同
制
度
を
活

用
す
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。 

　
平
成
１９
年
第
４
回
定
例
会
で
行
わ

れ
た
そ
の
他
の
一
般
質
問
事
項
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

▼
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
に

向
け
た
対
応
に
つ
い
て
▼
バ
ス
路
線

に
つ
い
て
▼
町
会
・
自
治
会
の
役
割

に
つ
い
て
▼
自
殺
対
策
に
つ
い
て
▼

多
文
化
共
生
施
策
に
つ
い
て
▼
人
事

異
動
に
つ
い
て
▼
子
宮
が
ん
検
診
に

つ
い
て
▼
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
貸
与
制
度
の
導

入
に
つ
い
て
▼
自
治
基
本
条
例
に
つ

い
て
▼
事
業
仕
分
け
作
業
の
導
入
に

つ
い
て
▼
Ｏ
Ｓ
Ｓ
（
オ
ー
プ
ン･

ソ

ー
ス･

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
導
入
に
よ

る
行
財
政
改
革
に
つ
い
て
▼
消
防
署

の
跡
地
利
用
に
つ
い
て
▼
全
国
一
斉

学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
て
▼
臨
時
職
員

の
採
用
状
況
、
時
間
給
及
び
一
時
金

支
給
に
つ
い
て
▼
番
地
表
示
に
つ
い

て
▼
南
部
地
区
区
画
整
理
事
業
に
つ

い
て
▼
要
介
護
認
定
者
に
対
す
る
障

害
者
控
除
認
定
証
明
に
つ
い
て
▼
財

政
の
健
全
化
に
つ
い
て
▼
中
小
企
業

融
資
制
度
に
つ
い
て
▼
資
源
物
の
収

集
に
つ
い
て
▼
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ

ス
の
充
実
に
つ
い
て
▼
体
育
施
設
の

整
備
に
つ
い
て
▼
垳
川
問
題
に
つ
い

て
▼
市
民
意
識
調
査
報
告
書
に
つ
い

て
▼
高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
▼
防
災

行
政
無
線
に
つ
い
て 

広
沢
　
昇 

そ
の
他
の
一
般
質
問
事
項 


